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１．保存期間満了文書の廃棄について 

行政文書の管理改善に向けては、行政文書の作成・保存のルールに則って書類の総点検を行

い、保存文書の整理等により紙文書の総量を減らすことでオフィス環境を改善する取組が有効

であることから、保存期間を満了した保存期間５年未満の行政文書について、各所属に対し、

廃棄状況の報告を求めた1。 

その結果、811 冊の対象文書のうち、79 冊については、業務上の必要が生じる等の理由によ

り、各所属において継続利用することとなったが、残り 732 冊については、確実に廃棄されて

いた。 

 

２．歴史資料である行政文書の図書情報館への移管について 

保存期間を満了した保存期間５年以上の行政文書のうち、図書情報館長が歴史資料として保

存の必要があると認めたものについて、図書情報館へ移管する必要があることから、各所属に

対し、移管できない文書がある場合にはその理由の提出を求めるとともに、移管状況を確認し

た2。 

その結果、図書情報館長が歴史資料として保存の必要があると認めた 833 冊のうち、354 冊

については、業務上の必要が生じる等の理由により、各所属において継続利用されることとな

った。また、各所属において所在不明の文書が 84冊あり、残る 395冊が各所属から図書情報館

に移管された。 

 

                                                   
1平成 31 年１月 21 日～24 日にかけて、知事部局の本庁各課室において保存期間を満了した文書

の廃棄処分を行い、廃棄状況について報告を受けた。 
2 平成 31 年２月５日以降、行政委員会を含む各所属が保有する保存期間を満了した保存期間５

年以上の行政文書のうち、図書情報館長が歴史資料として保存の必要があると認めたものについ

て、各所属が図書情報館への移管作業を行い、図書情報館は移管状況の進捗管理を行うととも

に、移管できない文書がある場合には、各所属に対し理由の報告を求めた。 

別紙 



３．保存期間 10年以上の行政文書の書庫への引継ぎについて 

保存期間 10年以上の行政文書のうち、常時業務で参照する必要のないものについては、法務

文書課が管理する本庁舎地下書庫等に引き継ぐこととされていることから、各所属の引継ぎ状

況を点検した3。 

その結果、各所属が管理する保存期間 10年以上の行政文書 19,128冊のうち、15,491冊につ

いては、業務上必要である等の理由により、各所属において継続利用されるなど、今年度の引

継ぎ対象からは除外された。残りの引継ぎ対象文書のうち、各所属において所在不明の文書が

256冊あり、残る 3,381冊が各所属から引き継がれた。 

 

４．点検結果を踏まえた対応について 

  点検の結果、上記のように、歴史資料である行政文書や保存期間満了前の行政文書の一部が、

所在不明であることが明らかとなった。所在不明となった原因について各所属に報告を求めた

ところ、過去の組織再編や執務室の移転時に文書の引継ぎが適切に行われておらず紛失したこ

とや、保存期間満了日の誤認によって誤廃棄したことなどが考えられることがわかった。また、

これらの案件については、各所属において、個人情報が含まれていた可能性がある場合の対応

や、職員への指導、業務手順の見直し等といった再発防止策等の措置がとられている。 

   

今後は、今般作成したマニュアルを用いた研修の充実や、学習機会の設定等を通じ、行政文

書管理に係る職員の能力向上・意識改革を図るとともに、行政文書が適正に管理されているか

を点検・監査する仕組みを構築することにより、行政文書の適正管理を徹底し、再発防止に努

めることとしている。 

                                                   
3 平成 31 年２月 18 日～25 日にかけて、知事部局の本庁各課室が本庁舎地下書庫（県土マネジ

メント部は文化会館書庫）に引継ぎ文書を移管する際、各所属においてあらかじめ作成した「引

継ぎ予定文書リスト」に照らして引継ぎ状況を確認した。 


